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独立行政法人国立病院機構中期目標案 新旧対照表（第４期・５期） 

中 期 目 標 案 

（第５期） 

中 期 目 標 

（第４期） 

独立行政法人通則法（平成11年法律第103号。以下「通則法」という。）

第29条第１項の規定に基づき、独立行政法人国立病院機構（以下「機構」と

いう。）が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を

次のとおり定める。 

 

令和６年●月●日  

厚生労働大臣 武見 敬三 

独立行政法人通則法（平成11 年法律第103号。以下「通則法」という。）

第29 条第１項の規定に基づき、独立行政法人国立病院機構（以下「機構」と

いう。）が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を

次のとおり定める。 

 

平成３１年３月２９日 

令和３年２月２６日改正 

 令和４年７月２５日改正 

厚生労働大臣 後 藤 茂 之 

 

第１ 政策体系における法人の位置付け及び役割 

１ 法人の使命 

機構は、独立行政法人国立病院機構法（平成 14 年法律第 191 号）第３条に

おいて、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業務

を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の

医療であって、国の医療政策として機構が担うべきものの向上を図り、もって

公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としている。全国140の病院を

１つの法人として運営している。 

この政策目的の実現のため、機構においては、全国的な病院ネットワークを

活用しながら、重症心身障害、神経・筋疾患、筋ジストロフィー、結核、心神

喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平

成 15 年法律第 110 号）に基づく精神科医療など他の設置主体では必ずしも実

施されないおそれのある分野（以下「セーフティネット分野」という。）の医療

や、５疾病※１６事業※２、災害や新興感染症等の国の危機管理に際して求められ

る医療などを着実に実施することにより、国の医療政策として機構が担うべき

ものの向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与していく必要があ

る。 
※１ ５疾病･･･がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患 
※２ ６事業･･･救急医療、災害時における医療、新興感染症発生・まん延時に

第１ 政策体系における法人の位置付け及び役割 

 

機構は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の

業務を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的に、

全国141の病院を１つの法人として運営している。 

急速に少子高齢化が進む中、我が国では、2025年（平成37年）までにい

わゆる「団塊の世代」が75歳以上となり、超高齢社会を迎える。こうした中

で、高齢者が尊厳を保ちながら、住み慣れた地域で自立した生活を送ること

ができるよう、国は医療、介護、予防等が切れ目なく提供できる地域での体

制（地域包括ケアシステム）づくりを推進している。また、2025年に目指す

べき医療提供体制の実現について、各都道府県で地域医療構想を策定し、そ

の実現に向けた検討が進められている。さらに、疾病構造の変化や高齢化の

進展、医療技術の進歩、ＱＯＬ向上を重視した医療への期待の高まり等によ

り、在宅医療のニーズが増加し多様化している。加えて、2025年以降現役世

代の人口急減という新たな局面において労働力の制約が強まる中で、高齢者

人口がピークとなる2040年（平成52年）頃において必要とされる医療サー

ビスを確保していくためには、これを見据えた対応も求められる。 

こうした政策目的の実現のため、機構には、全国的な病院ネットワークを

活用しながら、引き続き、他の設置主体では必ずしも実施されないおそれの
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中 期 目 標 案 

（第５期） 

中 期 目 標 

（第４期） 

おける医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療(小児救急医療を含

む。) 

 

２ 法人の現状と課題 

各病院の収支改善を促進するため、診療収入等の増収、経費節減及び医療資

源の有効活用を図りつつ、効果的かつ効率的な投資に努める必要がある。関係

機関と連携しながら資金の確保に努めるとともに、機構のスケールメリットを

生かし、資金の有効活用に努め、必要な施設整備を行うことが求められている。 

今後は、生産年齢人口の減少に対応するマンパワー確保や医師の働き方改革

に伴う対応を行いながら、医療、介護、介護予防等が切れ目なく提供できる地

域での体制（地域包括ケアシステム）の実現に向け、地域における医療機能分

化及び連携を更に進め、地域ニーズとのミスマッチの解消や、拡大する介護・

福祉ニーズに対応するための在宅医療との連携等により地域医療に一層貢献

することが求められている。さらに、質の高い医療の提供や効率化を図る観点

から、情報通信技術（ＩＣＴ）の活用や、医療分野のデジタル化を進め、我が

国の医療政策の実施や医療水準の向上に寄与するよう最大限の努力が求めら

れている。 

 

３ 法人を取り巻く環境の変化 

急速に少子高齢化が進む中、我が国では、2040 年頃に 65 歳以上人口がピー

クに達するとともに、2025年から2040年にかけて、生産年齢人口（15歳～64

歳）が急減することが見込まれている。こうした中で、高齢者が尊厳を保ちな

がら、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続け

ることができるよう、国は医地域包括ケアシステムづくりを推進しており、ま

た、高齢者人口がピークを迎えて減少に転ずる 2040 年頃を視野に入れつつ、

新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）への対応で顕在化し

た課題を含め、中長期的課題について整理し、新たな地域医療構想の策定に向

けた検討を進めていく必要がある。 

 

（別添）「政策体系図」、「一定の事業等のまとまり」及び「機構の使命等と目標

との関係」 

 

あるセーフティネット分野の医療や、災害等の国の危機管理に際して求めら

れる医療などを着実に実施しつつ、今後は、地域包括ケアシステムの構築及

び地域医療構想の実現に向け、地域における医療機能の分化及び連携をさら

に進め、地域の医療需要の変化への自主的な対応や、拡大する介護・福祉ニ

ーズに対応するための在宅医療との連携等により地域医療に一層貢献し、我

が国の医療政策の実施や医療水準の向上に寄与するよう最大限の努力を期待

する。併せて、これからの医療サービスの生産性向上に向けたテクノロジー

の実用化推進やデータヘルス改革、タスク・シフティングを担う人材育成な

ど我が国の課題解決に資する取組も期待する。 

（別添）政策体系図 
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中 期 目 標 案 

（第５期） 

中 期 目 標 

（第４期） 

第２ 中期目標の期間 

通則法第29条第２項第１号の中期目標の期間は、令和６年４月から令和11

年３月までの５年間とする。 

 

第２ 中期目標の期間 

通則法第29条第２項第１号の中期目標の期間は、平成31年４月から平成

36年３月までの５年間とする。 

第３ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項 

通則法第29条第２項第２号の国民に対して提供するサービスその他の業務

の質の向上に関する事項は、次のとおりとする。 

 

第３ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項 

通則法第29条第２項第２号の国民に対して提供するサービスその他の業務

の質の向上に関する事項は、次のとおりとする。 

１ 診療事業 

患者の目線に立った安心・安全で質の高い医療を提供し、2040年を見据えた

地域包括ケアシステム及び各都道府県の地域医療構想の拡充に積極的に取り

組むとともに、国の医療政策に貢献すること。 

 

１ 診療事業 

 患者の目線に立った安心・安全で質の高い医療を提供し、地域包括ケアシ

ステムの構築及び地域医療構想の実現に積極的に取り組むとともに、国の医

療政策に貢献すること。 

（１）医療の提供 

患者のニーズ及び提供したサービスの的確な実態把握を行い、患者の目線に

立った医療の提供を推進すること。 

また、安心・安全な医療を提供するため、地域の医療機関との連携や機構の

ネットワークの活用により、医療安全対策をより一層充実させ医療事故の防止

に努めるとともに、院内感染対策の標準化にも取り組み、これらの取組の成果

について適切に情報発信すること。 

さらに、臨床評価指標の効果的な活用を行うとともに、チーム医療の推進や

クリティカルパス※の活用促進をすることによって医療の質の向上に努めるこ

と。 
※ クリティカルパス･･･疾患に対する患者の状態と診療行為の目標及び評

価・記録を含む標準診療計画 

 

 

【指標】 

① 特定行為を実施できる看護師の配置数を、毎年度、前年度より増加させる

こと。 

② 認定看護師の配置数を、毎年度、前年度より増加させること。 

（１）医療の提供 

患者の目線に立った医療の提供を推進する観点から、引き続き、患者のニ

ーズを的確に把握し、患者満足度の向上に努めること。 

また、安心・安全な医療を提供するため、地域の医療機関との連携や機構の

ネットワークの活用により、医療安全対策をより一層充実させ医療事故の防止

に努めるとともに、院内感染対策の標準化にも取り組み、これらの取組の成果

について適切に情報発信すること。 

さらに、質の高い医療の提供や医療の標準化のため、引き続き、チーム医

療やクリティカルパス※1の活用を推進するとともに、臨床評価指標の効果的

な活用を推進すること。 

※1 クリティカルパス･･･疾患に対する患者の状態と診療行為の目標及び評

価・記録を含む標準診療計画 

 

 

【指標】 

① 特定行為を実施できる看護師の配置数を、毎年度、前年度より増加させ

ること。 

② 専門性の高い職種の配置数を、毎年度、前年度より増加させること。 
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中 期 目 標 案 

（第５期） 

中 期 目 標 

（第４期） 

③ クリティカルパスの実施割合を、毎年度、前中期目標期間中の最も高い水

準であった年度の実績以上とすること。 

④ 診療放射線技師、臨床検査技師のそれぞれにおいて、業務拡大にかかる行

為に必要な知識及び技能を修得した職員の割合を、毎年度、前年度より増加

させること。 

 

（指標の設定及び水準の考え方） 

① 高度な判断能力と実践能力を持つ特定行為を実施できる看護師の配置は、

スキルミックスによるチーム医療の提供や、医師の業務に係るタスク・シフ

ティング（業務の移管）、タスク・シェアリング（業務の共同化）にも資する

ため、医療の質の向上の実績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前年度より増加するよう設定する。（過去

実績：令和元年度133人、令和２年度163人、令和３年度202人、令和４年度

293人） 

 

② 各専門領域における高度な専門的知識・技能を有する認定看護師の配置

は、医療の高度化・複雑化に対応するためのチーム医療の推進に資すること

から、医療の質の向上の実績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前年度より増加するよう設定する。（過去

実績：令和元年度1,077人、令和２年度1,097人、令和３年度1,109人、令和

４年度1,140人） 

 

 

 

 

 

 

③ クリティカルパスの実施は、診療計画及び実施プロセスを標準化すること

により、チーム医療の実現や医療の質の向上に資するほか、インフォームド

コンセントを着実に実施することで、患者満足度を向上させる効果が期待で

きるため、クリティカルパスを実施している病院における新規入院患者数に

占めるクリティカルパスの実施割合を、質の高い医療の提供や患者の目線に

立った医療の提供の実績を測る指標として設定する。 

③ クリティカルパスの実施割合を、毎年度、前中期目標期間中の最も高い

水準であった年度の実績以上とすること。 

 

 

 

 

（指標の設定及び水準の考え方） 

① 高度な判断能力と実践能力を持つ特定行為を実施できる看護師の配置

は、スキルミックスによるチーム医療の提供や、医師の業務に係るタス

ク・シフティング、タスク・シェアリングにも資するため、医療の質の向

上の実績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前年度より増加するよう設定する。（過

去実績：平成26年度43人、平成27年度62人、平成28年度75人、平成

29年度92人） 

 

② 各専門領域における高度な専門的知識・技能を有する専門・認定看護師

及び専門・認定薬剤師等の配置は、 医療の高度化・複雑化に対応するた

めのチーム医療の推進に資することから、医療の質の向上の実績を測る指

標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前年度より増加するよう設定する。（過

去実績：認定看護師 平成26年度730人、平成27年度798人、平成28年度

916人、平成29年度972人 専門看護師 平成26年度46人、平成27年度

54人、平成28年度56人、平成29年度59人 認定薬剤師 平成26年度49

人、平成27年度46人、平成28年度57人、平成29年度58人 専門薬剤師 

平成26年度12人、平成27年度25人、平成28年度24人、平成29年度27

人） 

 

③ クリティカルパスの実施は、診療計画及び実施プロセスを標準化するこ

とにより、チーム医療の実現や医療の質の向上に資するほか、インフォー

ムドコンセントを着実に実施することで、患者満足度を向上させる効果が

期待できるため、クリティカルパスを実施している病院における新規入院

患者数に占めるクリティカルパスの実施割合を、質の高い医療の提供や患

者の目線に立った医療の提供の実績を測る指標として設定する。 
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中 期 目 標 案 

（第５期） 

中 期 目 標 

（第４期） 

指標の水準については、毎年度、前中期目標期間中の最も高い水準であっ

た年度の実績以上とするよう設定する。（過去実績：令和元年度49.4％、令和

２年度50.1％、令和３年度50.7％、令和４年度51.4％） 

 

④ 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医

療法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 49 号)に基づく、診療放射線

技師、臨床検査技師について業務拡大にかかる行為に必要な知識及び技能を

修得した者を増加させることは、医師のタスク・シフト／シェアに資するた

め、医療の質の向上の実績を測る指標として設定する。（過去実績：診療放射

線技師 令和５年６月時点 40.9％、臨床検査技師 令和５年６月時点

22.8％）      

 

【重要度：高】 

標準化した診療計画及び実施プロセスに基づき着実なインフォームドコン

セントを実施することや、地域の医療機関との医療安全相互チェック、臨床

評価指標による計測等の取組を実施し、医療の質や患者満足度の向上に努め

ることは、政策目標である「安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健

康づくりを推進すること」に寄与するものであり重要度が高い。 

指標の水準については、毎年度、前中期目標期間中の最も高い水準であっ

た年度の実績以上とするよう設定する。（過去実績：平成26年度47.4％、

平成27年度46.9％、平成28年度48.6％、平成29年度47.2％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要度：高】 

標準化した診療計画及び実施プロセスに基づき着実なインフォームドコン

セントを実施することや、地域の医療機関との医療安全相互チェック、臨床

評価指標による計測等の取組を実施し、医療の質や患者満足度の向上に努め

ることは、政策目標である「安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健

康づくりの推進」に寄与するものであり重要度が高い。 

 

（２）地域医療への貢献 

2040 年を見据えた地域包括ケアシステム及び各都道府県の地域医療構想の

拡充のため、機構が有する人的・物的資源と病院ネットワークを有効に活用し

ながら、新型コロナによる患者の受療行動の変化や人口減少等による地域の医

療需要の変化への対応に自主的に取り組み、必要な施設整備を行うなどにより

機能の維持に努め、地域に求められる医療に貢献すること。 

あわせて、個々の病院について、その機能、地域医療需要、経営状況、医療

人材の確保状況等を総合的に勘案した上で、再編成等の検討を含め地域ニーズ

を踏まえた病床規模や機能の見直しを進めること。 

また、地域の医療機関との連携を更に進めるとともに、介護施設や福祉施設

も含めた入退院時における連携及び退院後の在宅医療支援を含めた支援の強

化を図ること。 

 

（２）地域医療への貢献 

 地域包括ケアシステムの構築や各都道府県の地域医療構想の実現のため、

機構が有する人的・物的資源と病院ネットワークを有効に活用しながら、地

域の医療需要の変化への対応に自主的に取り組み、 

併せて、個々の病院について、その機能、地域医療需要及び経営状況等を

総合的に分析した上で、機能転換や再編成等を検討すること。 

また、地域の医療機関との連携をさらに進めるとともに、介護施設や福祉

施設も含めた入退院時における連携及び退院後の在宅医療支援を含めた支援

の強化を図ること。 
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（第４期） 

【指標】 

① 紹介率を、毎年度、前中期目標期間中の最も高い水準であった年度の実績

以上とすること。 

② 逆紹介率を、毎年度、前中期目標期間中の最も高い水準であった年度の実

績以上とすること。 

③ 機構の病院が運営する訪問看護ステーションをはじめとする訪問看護の

延べ利用者数を、毎年度、前中期目標期間中の最も高い水準であった年度の

実績以上とすること。 

④ 入退院支援実施率を、毎年度、前年度より増加させること。 

 

⑤ セーフティネット分野の医療を提供する病院における短期入所（短期入院

を含む。）の延べ利用者数を、毎年度、前年度より増加させること。 

 

 

（指標の設定及び水準の考え方） 

① 機構の各病院を受診した患者のうち、他の医療機関から紹介されて来院し

た患者の割合である紹介率を、地域の医療機関との連携の実績を測る指標と

して設定する。 

指標の水準については、毎年度、前中期目標期間中の最も高い水準であっ

た年度の実績以上とするよう設定する。（過去実績：令和元年度 77.3％、令

和２年度76.1％、令和３年度74.6％、令和４年度75.6％） 

 

② 機構の各病院を受診した患者のうち、他の医療機関へ紹介した患者の割合

である逆紹介率を、地域の医療機関との連携の実績を測る指標として設定す

る。 

指標の水準については、毎年度、前中期目標期間中の最も高い水準であっ

た年度の実績以上とするよう設定する。（過去実績：令和元年度 66.7％、令

和２年度71.9％、令和３年度70.6％、令和４年度70.3％） 

 

③ 地域の医療事情に応じながら在宅医療支援の充実を図るため、機構の病

院が運営する訪問看護ステーションをはじめとする訪問看護の利用者数

を、在宅医療支援の実績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前中期目標期間中の最も高い水準であっ

【指標】 

① 紹介率を、毎年度、前中期目標期間中の最も高い水準であった年度の実

績以上とすること。 

② 逆紹介率を、毎年度、前中期目標期間中の最も高い水準であった年度の

実績以上とすること。 

③ 地域の在宅医療を支援する観点から、機構の病院が運営する訪問看護ス

テーションをはじめとする訪問看護の延べ利用者数を、毎年度、前年度よ

り増加させること。 

④ 退院困難な入院患者の入退院支援実施件数を、毎年度、前年度より増加

させること。 

⑤ セーフティネット分野の医療を提供する病院における短期入所（短期入

院を含む。）、通所事業の延べ利用者数を、毎年度、前中期目標期間中の最

も高い水準であった年度の実績以上とすること。 

 

（指標の設定及び水準の考え方） 

① 機構の各病院を受診した患者のうち、他の医療機関から紹介されて来院

した患者の割合である紹介率を、地域の医療機関との連携の実績を測る指

標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前中期目標期間中の最も高い水準であ

った年度の実績以上とするよう設定する。（過去実績：平成26年度

67.4％、平成27年度69.3％、平成28年度73.0％、平成29年度74.2％） 

 

② 機構の各病院を受診した患者のうち、他の医療機関へ紹介した患者の割

合である逆紹介率を、地域の医療機関との連携の実績を測る指標として設

定する。 

指標の水準については、毎年度、前中期目標期間中の最も高い水準であ

った年度の実績以上とするよう設定する。（過去実績：平成26年度

54.6％、平成27年度56.3％、平成28年度59.5％、平成29年度61.0％） 

 

③ 地域の医療事情に応じながら在宅医療の充実を図るため、機構の病院が

運営する訪問看護ステーションをはじめとする訪問看護の利用者数を、在

宅支援の実績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前年度より増加するよう設定する。 
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（第４期） 

た年度の実績以上とするよう設定する。（過去実績：令和元年度64,211件、

令和２年度65,153件、令和３年度65,741件、令和４年度72,003件） 

 

④ 地域包括ケアシステムの拡充においては、介護・福祉施設を含めた入退院

時における連携及び在宅復帰支援が重要であり、退院困難な入院患者の入退

院支援を推進する観点から、入退院支援実施率を、医療機関や介護・福祉施

設との連携及び在宅復帰支援の実績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前年度より増加するよう設定する。（過去

実績：令和元年度28.3％、令和２年度34.1％、令和３年度38.9％、令和４

年度43.8％）     

 

⑤ セーフティネット分野の医療を提供する病院における短期入所（短期入院

を含む）の延べ利用者数を、重症心身障害児（者）、筋ジストロフィー、神経

難病等の在宅療養患者支援の実績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前年度より増加するよう設定する。（過去

実績：令和元年度49,993人、令和２年度30,194人、令和３年度31,347人、

令和４年度34,035人） 

 

【重要度：高】 

急速に少子高齢化が進む中、我が国では、2040 年頃に 65 歳以上人口がピー

クに達するとともに、2025年から2040年にかけて、生産年齢人口（15歳～64

歳）が急減することが見込まれている。こうした中で、国として、2040年を見

据えた地域包括ケアシステム及び各都道府県の地域医療構想の拡充を推進し

ており、機構の個々の病院が、地域医療需要に対応することや、在宅医療支援

を含め他の医療機関等と連携を進めることは重要度が高い。 

 

【困難度：高】 

機構の各病院が、地域医療により一層貢献するためには、地域の実情（人

口や高齢化の推移、医療圏における医療機関ごとの機能分担、医師の偏在、

患者のニーズ等）に応じて、それぞれの地域で異なった連携デザインを構築

していく必要があり、その上で、地域における将来の医療提供体制を検討し

ながら医療を提供していくこと、また、特に、紹介率・逆紹介率といった指

標は既に高い水準にある中で、これを維持・向上させていくことは困難度が

 

 

 

④ 地域包括ケアシステムの構築においては、介護・福祉施設を含めた入退

院時における連携及び在宅復帰支援が重要であり、退院困難な入院患者へ

の入退院支援実施件数を、医療機関や介護・福祉施設との連携及び在宅復

帰支援の実績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前年度より増加するよう設定する。（過

去実績：平成26年度6万2871件、平成27年度6万3610件、平成28年度

8万5714件、平成29年度11万6986件） 

 

⑤ セーフティネット分野の医療を提供する病院における短期入所及び通所

事業の延べ利用者数を、重症心身障害児（者）、筋ジストロフィー、神経難

病等の在宅療養患者支援の実績を測る指標として設定する。 

   指標の水準については、毎年度、前中期目標期間中の最も高い水準であ

った年度の実績以上とするよう設定する。 

 

 

【重要度：高】 

 今後、超高齢社会を迎えるにあたり、国として、地域医療構想の実現や地

域包括ケアシステムの構築を推進しており、機構の個々の病院が、それぞれ

の地域で求められる医療需要の変化に対応することや、在宅医療支援を含め

他の医療機関等と連携を進めることは重要度が高い。 

 

 

 

【難易度：高】 

機構の各病院が、地域医療により一層貢献するためには、地域の実情（人

口や高齢化の推移、医療圏における医療機関ごとの機能分担、医師の偏在、

患者のニーズ等）に応じて、それぞれの地域で異なった連携デザインを構築

していく必要があり、その上で、地域における将来の医療提供体制を検討し

ながら医療を提供していくこと、また、特に、紹介率・逆紹介率といった指

標は既に高い水準にある中で、これを維持・向上させていくことは難易度が
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高い。 高い。 

 

（３）国の医療政策への貢献 

機構の人的・物的資源や病院ネットワークを最大限活用し、災害や新興感染

症等発生時など国の危機管理に際して求められる医療について、国や地域との

連携の強化により、災害対応時の役割の明確化や災害医療現場で貢献できる人

材育成、ＤＭＡＴ※事務局の体制強化など国の災害医療体制の維持・発展への

貢献を含め、必要な施設整備を行うなどにより、中核的な機関としての機能を

充実・強化すること。 

 

 

セーフティネット分野の医療について、引き続き我が国における中心的な役

割を果たすこと。 

また、特に、利用者の権利を守り、在宅医療支援を含めた医療・福祉サービ

スの充実を図ること。 

 

 

エイズへの取組について、ブロック拠点病院においてＨＩＶ裁判の和解に基

づき国の責務となった被害者の原状回復に向けた医療の取組を着実に実施す

るとともに、エイズ患者及びＨＩＶ感染者を含め、高齢化等の個々の状態に応

じて適切に対応できるよう、必要な人的・物的体制整備の下、引き続き取組を

進めること。 

新興感染症等への取組については、病院の機能や役割に応じた協定の締結を

含めた都道府県との連携により、地域において必要とされる医療を安定的かつ

継続的に提供するよう体制の整備を図ること。 

 

 

 

このほか、医療分野におけるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）に

よる業務の効率化及び医療の質の向上を実現する観点から、国の医療分野にお

ける重要政策のモデル的な取組を積極的に実施し、電子処方箋をはじめ、「医療

ＤＸの推進に関する工程表」（令和５年６月２日医療ＤＸ推進本部）に基づき政

（３）国の医療政策への貢献 

 機構の人的・物的資源や病院ネットワークを最大限活用し、以下の取組を

実施すること。 

災害や新型インフルエンザ発生時など国の危機管理に際して求められる医

療について、国や地域との連携の強化により、災害対応時の役割の明確化や

災害医療現場等で貢献できる人材の育成、厚生労働省のＤＭＡＴ事務局の体

制強化など国の災害医療体制の維持・発展への貢献を含め、中核的な役割を

果たす機関としての機能を充実・強化すること。また、発災時に必要な医療

を確実に提供すること。 

重症心身障害、筋ジストロフィーをはじめとする神経・筋疾患、結核、「心

神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法

律」（平成15年法律第110号）に基づく精神科医療など他の設置主体では必

ずしも実施されないおそれのあるセーフティネット分野の医療について、引

き続き、我が国における中心的な役割を果たすこと。また、利用者の権利を

守り、在宅医療支援を含めた医療・福祉サービスの充実を図ること。 

エイズへの取組について、ブロック拠点病院においてＨＩＶ裁判の和解に

基づき国の責務となった被害者の原状回復に向けた医療の取組を着実に実施

し、エイズ患者及びＨＩＶ感染者 を含め、高齢化等個々の状態に応じて適

切に対応できるよう、必要な人的・物的体制整備の下、引き続き取組を進め

ること。 

新型コロナウイルス感染症への取組について、引き続き、都道府県と連携

し、地域において必要とされる医療を安定的かつ継続的に提供するよう体制

の整備を図ること。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る

ため、病院ネットワークを活用し、地域の医療機関や介護・障害福祉分野等

の関係者を対象として、地域の実情に応じた感染症対応にかかる研修を実施

することにより、地域における感染防止対策を講ずること。 

このほか、国の医療分野における重要政策のモデル的な取組を積極的に実

施し、国の医療政策に貢献すること。 
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府が進める医療ＤＸの各取組に率先して取り組むなど、国の医療政策に貢献す

る取組を進めること。 
※ ＤＭＡＴ･･･災害派遣医療チーム Disaster Medical Assistance Team 

 

【指標】 

① 災害時における事業継続計画（ＢＣＰ）に基づいた訓練を、中期目標期間

中において、全病院で実施すること。 

② 後発医薬品（バイオ後続品を含む。）の使用割合を、毎年度、数量ベースで

85％以上とすること。 

③ 地域の在宅医療を支援する観点から、機構の病院が運営する訪問看護ステ

ーションをはじめとする訪問看護の延べ利用者数を、毎年度、前中期目標期

間中の最も高い水準であった年度の実績以上とすること（再掲）。 

④ 診療系プラットフォームの参加病院数を毎年度、前年度より増加させるこ

と。 

また、電子カルテの整備率を、令和12年までに100％とすることを見据え、

電子カルテの導入病院数を毎年度、前年度より増加させること。 

 

（指標の設定及び水準の考え方） 

① 発災時に必要な医療を提供する体制を維持するためには、各病院の業務を

滞りなく継続できる体制構築が重要であり、災害時における事業継続計画

（ＢＣＰ）に基づいた訓練を、国の危機管理体制への貢献の実績を測る指標

として設定する。 

指標の水準については、中期目標期間中において、全病院で実施する。（過

去実績：令和３年度48病院、令和４年度67病院） 

 

② 「経済財政運営と改革の基本方針2021」（令和３年６月18日閣議決定）に

より、政府目標として、後発医薬品の使用割合が2023 年度末までに80％以

上と定められていることや医薬品の安定供給が課題となっていることから、

国の医療分野における重要政策のモデル的な取組の実績を測る指標として

設定する。 

指標の水準については、同方針により、政府目標として、後発医薬品の使

用割合を2023 年度末までに80％にすると定められているが、機構では既に

政府目標であった水準を上回っていることから、さらに高い目標として85％

 

 

 

 

【指標】 

① 事業継続計画（ＢＣＰ）整備済病院数（災害拠点病院を除く。）を、毎年

度、前年度より増加させ、速やかに全病院で整備すること。 

② 後発医薬品の使用割合を、毎年度、政府目標の水準を維持しつつ令和5

年度までに数量ベースで85％以上とすること。 

③ 地域の在宅医療を支援する観点から、機構の病院が運営する訪問看護ス

テーションをはじめとする訪問看護の延べ利用者数を、毎年度、前年度よ

り増加させること（再掲）。 

④ 地域の実情に応じた感染症対応にかかる研修について、令和２年度中に

開始し、令和３年度は研修実施件数を２７６件以上、以降、毎年度、前年

度より研修実施件数を増加させること。 

 

 

（指標の設定及び水準の考え方） 

① 発災時に必要な医療を提供する体制を維持するためには、各病院の業務

を滞りなく継続できる体制構築が重要であり、ＢＣＰ整備済病院数を、国

の危機管理体制への貢献の実績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前年度より増加させ、速やかに全病院で

ＢＣＰを整備するよう設定する。（平成30年11月末時点 15病院） 

 

 

② 「経済財政運営と改革の基本方針2017」（平成29年６月９日閣議決定）

により、政府目標として、後発医薬品の使用割合が定められていることか

ら、同使用割合を、国の医療分野における重要政策のモデル的な取組の実

績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、同方針により、政府目標として、後発医薬品の

使用割合を2020年９月までに80％にすると定められているが、機構では

既に政府目標を上回る水準にあることから、さらに高い目標として85％と

するよう設定する。（過去実績：平成26年度66.4％、平成27年度
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とするよう設定する。（過去実績：令和元年度88.7％、令和２年度88.9％、

令和３年度89.3％、令和４年度89.6％） 

 

③ 地域の医療事情に応じながら在宅医療支援の充実を図るため、機構の病院

が運営する訪問看護ステーションをはじめとする訪問看護の利用者数を、在

宅医療支援の実績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前中期目標期間中の最も高い水準であっ

た年度の実績以上とするよう設定する。（過去実績：令和元年度 64,211 人、

令和２年度65,153人、令和３年度65,741人、令和４年度72,003人） 

 

④ 政府が進める医療ＤＸに対応可能であり、かつ、サイバーセキュリティ対

策にも資する基盤である診療系プラットフォームに参加する病院数につい

て、毎年度、前年度の実績以上とするよう設定する。 

第２回医療ＤＸ推進本部（令和５年６月２日）において示された「医療Ｄ

Ｘの推進に関する工程表」により、遅くとも2030年には、概ね全ての医療機

関において、必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目

指すとされている目標を踏まえ、電子カルテの導入病院数について、毎年度、

前年度の実績以上とするよう設定する。（過去実績：電子カルテの導入病院数 

令和元年度116 病院、令和２年度119 病院、令和３年度119 病院、令和４年

度120病院） 

 

【重要度：高】 

南海トラフ地震や首都直下地震等の大規模災害に加えて新興感染症等発生

時など国の危機管理に際して、病院ネットワークを最大限活用し、災害医療現

場等で貢献できる人材育成を含め災害等発生に備えた地域における中核的な

役割を果たす機関としての機能充実・強化は重要であり、また、他の設置主体

では必ずしも実施されないおそれのあるセーフティネット分野の医療につい

ても、引き続き中心的な役割を果たしていく必要がある。 

 

 

 

 

加えて医療ＤＸの推進については、サイバーセキュリティを確保しつつ、医

72.7％、平成28年度78.7％、平成29年度83.5％） 

 

 

③ 地域の医療事情に応じながら在宅医療の充実を図るため、機構の病院が

運営する訪問看護ステーションをはじめとする訪問看護の利用者数を、在

宅支援の実績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前年度より増加するよう設定する。 

 

 

 

④  地域の実情に応じた感染症対応に係る研修について、令和２年度中に開

始し、研修実施件数については、都道府県より新型コロナウイルス感染症

患者に対応する重点医療機関、協力医療機関として設定された病院（92 病

院）において、令和３年度に３件以上実施すると想定し、92 病院×３件で

年間276件以上と設定し、以降、毎年度、前年度より増加するよう設定す

る。 

 

 

 

 

 

【重要度：高】 

南海トラフ地震や首都直下地震等の大規模災害が予想される中、人材育成

を含め災害発生に備えた機能の充実・強化は重要であり、また、他の設置主

体では必ずしも実施されないおそれのあるセーフティネット分野の医療につ

いても、引き続き中心的な役割を果たしていく必要があるため重要度が高

い。 

 

さらに、新型コロナウイルス感染症の新規陽性患者数が全国的に増加して

いる中、病院ネットワークを活用し、地域の実情に応じた感染症対応にかか

る研修を実施することにより、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を

図ることは、国の医療施策に貢献するものであるため重要度が高い。 
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療の情報を有効に活用していくことにより、より良質な医療提供体制を可能に

することにつながるため重要度が高い。 

 

【困難度：高】 

必要な医療を確実に提供しながら、災害等発生時など国の危機管理に際して

求められる医療についても迅速かつ確実に提供できるよう、あわせて、新興感

染症等発生時における公的医療機関としての役割を確実に果たすため、第８次

医療計画（2024 年度から2029 年度まで）で追加される新興感染症等への対応

として、都道府県との協議等に参画し、災害等対応体制を整備し、維持するこ

とは困難度が高い。 

また、後発医薬品の使用割合に係る目標達成には、医療提供側と患者側の双

方の理解を一層深め、後発医薬品の使用促進対策を継続的に実施していく必要

があるが、機構では既に政府目標である80％を超える高い水準にある中、継続

してこれを上回る目標を達成することは困難度が高い。 

 

 

 

 

また、医療ＤＸ推進のためにシステムを導入・更改していくうえで、サイバ

ーセキュリティを確保しつつ、運用コストの縮減も図ることが求められ、これ

らを両立させることは困難度が高い。 

 

 

 

 

【難易度：高】 

必要な医療を確実に提供しながら、災害発生時など国の危機管理に際して

求められる医療についても迅速かつ確実に提供できるよう、災害対応体制を

整備し、維持することは難易度が高い。 

 

 

 

また、後発医薬品の使用割合に係る目標達成には、医療提供側と患者側の

双方の理解を一層深め、後発医薬品の使用促進対策を継続的に実施していく

必要があるが、機構では既に政府目標である80％を超える高い水準にある

中、更にこれを上回る目標を達成することは難易度が高い。 

さらに、新型コロナウイルス感染症に対するこれまでの取組により培った

経験や知識に基づき、効果的な感染症対策を分析したうえ、地域における

様々なニーズに応えるような研修を実施し、感染症拡大防止を図ることは難

易度が高い。 

２ 臨床研究事業 

機構の病院ネットワークを最大限活用した迅速で質の高い治験の推進やＥ

ＢＭ推進のための大規模臨床研究に、より一層取り組むとともに、他の設置主

体も含めたこれらの分野に精通する医療従事者、将来臨床研究等を担う人材の

育成及び認定臨床研究審査委員会の着実な運用を図ることにより、我が国の臨

床研究や治験の活性化に貢献するよう取り組むこと。 

 

また、新型コロナの対応に際しても有用であった電子カルテデータ等から標

準化された診療データを収集・分析するデータベースの運用について、更なる

標準化データの収集・分析や規模を拡大し、臨床疫学研究の推進等に貢献する

２ 臨床研究事業 

機構の病院ネットワークを最大限活用した迅速で質の高い治験の推進やＥ

ＢＭ推進のための大規模臨床研究に、より一層取り組むとともに、他の設置

主体も含めたこれらの分野に精通する医療従事者の育成及び認定臨床研究審

査委員会の適正な運用を図ることにより、我が国の臨床研究及び治験の活性

化に貢献すること。 

 

また、電子カルテデータ等から標準化された診療データを収集・分析する

データベースを引き続き運用し、更なる標準化データの収集・分析や規模の

拡大に取り組み、臨床疫学研究の推進等を図ること。あわせて、医療の質の
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よう取り組む。あわせて、医療の質の向上、臨床研究の推進及び効率的な病院

経営に資する利活用を推進するとともに、国の医療情報政策に基づき、外部の

データベースとの連携や外部機関へのデータ提供についても積極的に貢献す

るよう取り組むこと。 

さらに、先進的医療への取組として、他の設置主体との連携により、ゲノム

医療・再生医療に関する臨床研究や新規医薬品開発等の共同研究をより充実さ

せること。 

 

 

 

【指標】 

診療の改善につながる新規採択臨床研究課題数を、毎年度、前中期目標期間

中の実績の平均以上とすること。 

 英文原著論文掲載数について、令和 10 年まで令和５年の実績を維持させる

こと。 

 

（指標の設定及び水準の考え方） 

機構では、病院ネットワークを最大限活用した質の高い大規模臨床研究の実

施や機構で研究により得られた成果を国内外に広く情報発信するため、英文論

文の投稿や学会発表について、診療業務との両立を図りながら、積極的に取り

組んでいることから、診療の改善につながる新規採択臨床研究課題数と英文原

著論文掲載数を臨床研究事業の実績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前中期目標期間中の実績の平均以上の診療

の改善につながる新規採択臨床研究課題数及び令和 10 年まで令和５年の英文

原著論文掲載数の実績を維持するよう設定する。（過去実績：新規採択臨床研究

課題数 令和元年度 33 課題、令和２年度 15 課題、令和３年度 10 課題、令和

４年度９課題、令和５年度14課題、英文原著論文掲載数 令和元年1,806本、

令和２年2,285本、令和３年2,577本、令和４年2,480本、令和５年2,053本）  

 

【重要度：高】 

効率的な臨床研究及び治験を実施するため、ＩＣＴを活用した各種データの

標準化や、質の高い標準的な医療を広く提供するための医学的根拠を確立する

研究事業等は、国が推進する医療分野の研究開発に貢献するものであるため重

向上、臨床研究の推進、効率的な病院経営に資する利活用を推進するととも

に、国の医療情報政策に基づき、外部のデータベースとの連携や外部機関へ

のデータ提供についても積極的に貢献すること。 

 

さらに、先進的医療への取組として、他の設置主体との連携により、ゲノ

ム医療・再生医療に関する臨床研究や新規医薬品開発等の共同研究をより充

実させること。 

加えて、国の医療情報政策のモデル事業を実施するなど、医療のＩＴ化へ

の対応に向けて積極的に貢献すること。 

 

【指標】 

 

 

英語原著論文掲載数を、毎年、前年より増加させ、平成35年までに平成30

年の実績に比べ、５％以上増加させること。 

 

（指標の設定及び水準の考え方） 

機構全体で研究により得られた成果を国内外に広く情報発信するため、英

語論文の投稿や学会発表について、積極的に取り組んでいることから、英語

原著論文掲載数を臨床研究事業の実績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年、前年より増加させ、平成35年までに平成30

年の実績と比べ、５％以上増加するよう設定する。（過去実績：平成30年

1467本） 

 

 

 

 

 

 

【重要度：高】 

効率的な臨床研究及び治験を実施するため、ＩＣＴを活用した各種データ

の標準化や、質の高い標準的な医療を広く提供するための医学的根拠を確立

する研究事業等は、国が推進する医療分野の研究開発に貢献するものである
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要度が高い。 

 

【困難度：高】 

機構が行う臨床研究においては、大学や研究機関と異なり、診療に携わる医

師が臨床研究を担っており、臨床研究を立案することは容易ではなく、診療の

改善につながる新規採択臨床研究課題数を、毎年度、前中期目標期間中の実績

の平均以上とすることは困難度が高い。 

また、新型コロナへの対応において、機構は診療に注力した一方で臨床研究

活動が抑制されており、研究立案数が減少している。研究立案から結果が英文

原著論文となるまで５～７年程度必要であり、抑制された研究活動が論文数と

して現れるのは第５期中期目標期間中となる。以上のことから英文原著論文掲

載数について、令和 10 年まで令和５年の実績を維持させることは困難度が高

い。  

 

ため重要度が高い。 

 

【難易度：高】 

国立病院機構における英語論文数については、これまでに、我が国全体に

おける臨床医学系論文数の増加割合を大幅に超える伸び率で増加させてきて

いる中、毎年、前年より英語原著論文掲載数を増加させ、平成35年までに平

成30年の実績と比べ、５％以上増加させることは難易度が高い。 

３ 教育研修事業  

様々な診療機能を持つ機構の病院ネットワークを活用し、医療従事者を目指

す学生に対する卒前教育（臨床実習）を充実させる等、質の高い医療従事者の

育成を行うとともに、地域の医療従事者や地域住民に向けた研修などを実施

し、我が国の医療の質の向上に貢献するよう取り組むこと。 

また、看護師等養成施設については、地域における医療人材育成やその需給

及び医療の高度化・複雑化等の環境の変化を踏まえた上で、運営方針等の見直

しを行うこと。 

さらに、生産年齢人口が減少する中、今後の医療の高度化・複雑化を支える

ために、国においても特定行為に係る看護師の育成を進めている中で、機構に

おいては、チーム医療の推進及びタスク・シフト／シェアによる医師の負担軽

減を図る観点からも、高度な看護実践能力を持つ看護師の育成と確保を推進す

ること。 

加えて、限られた人材を効果的に活用するマネジメント力を備えた看護管理

者の育成を引き続き推進すること。 

 

【指標】 

① 看護職の実習指導者講習会修了者数を、毎年度、前中期目標期間中の最も

３ 教育研修事業 

 様々な診療機能を持つ機構の病院ネットワークを活用し、医療従事者を目

指す学生に対する卒前教育（臨床実習）を含め、質の高い医療従事者の育成

を行うとともに、地域の医療従事者や地域住民に向けた研修などを実施し、

我が国の医療の質の向上に貢献すること。 

また、看護師等養成施設については、地域における医療人材育成やその需

要及び医療の高度化・複雑化等の環境の変化を踏まえたうえで、必要に応じ

て見直しを行うこと。 

さらに、今後の医療の高度化・複雑化を支えるために、国においても特定

行為に係る看護師の育成を進めている中で、機構においては、当該政策の推

進に貢献することに加え、チーム医療の推進及びタスク・シフティング、タ

スク・シェアリングによる医師の負担軽減を図る観点からも、高度な看護実

践能力を持つ看護師の育成を引き続き推進すること。 

 

 

 

【指標】 

① 職種毎の実習生の延べ受入日数を、毎年度、前年度より増加させるこ
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高い水準であった年度の実績以上とすること。 

② 地域の医療従事者を対象とした研修会の開催件数を、毎年度、前年度より

増加させること。 

③ 地域住民を対象とした研修会の開催件数を、毎年度、前年度より増加させ

ること。 

④ 特定行為研修修了者数を、毎年度、前年度より増加させること。 

 

（指標の設定及び水準の考え方） 

① 質の高い医療従事者の育成のためには、看護職を目指す学生に対する卒前

教育が重要であり、実習指導体制の拡充が必要であることから、厚生労働省

が定める保健師助産師看護師実習指導者講習会実施要綱に基づく実習指導

者講習会修了者数を教育研修事業の実績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前中期目標期間中の最も高い水準であっ

た年度の実績以上とするよう設定する。（過去実績：令和元年度192人、令和

２年度17人、令和３年度190人、令和４年度220人） 

 

 

 

②③ 地域医療の質の向上に貢献するためには、地域の医療従事者及び地域住

民に対する教育研修を充実させることが重要であることから、地域医療従事

者及び地域住民を対象とした研修会の開催件数を、教育研修事業の実績を測

る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前年度より増加するよう設定する。（過去

実績：地域の医療従事者を対象とした研修会 令和元年度3,180件、令和２

年度631件、令和３年度1,057件、令和４年度1,049件、地域住民を対象と

した研修会 令和元年度1,401件、令和２年度287件、令和３年度309件、

令和４年度451件） 

 

④ 特定行為研修は、専門的な知識及び技能の向上を図り、質の高い看護師を

育成するものであることから、その修了者数を教育研修事業の実績を測る指

標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前年度より増加するよう設定する。（過去

実績：令和元年度 31 人、令和２年度 59 人、令和３年度 90 人、令和４年度

と。 

② 地域の医療従事者を対象とした研修会の開催件数を、毎年度、前年度より

増加させること。 

③ 地域住民を対象とした研修会の開催件数を、毎年度、前年度より増加させ

ること。 

④ 特定行為研修修了者数を、毎年度、前年度より増加させること。 

 

（指標の設定及び水準の考え方） 

① 質の高い医療従事者の育成のためには、医師、看護師、薬剤師等を目指

す学生に対する卒前教育が重要であることから、実習生の延べ受入日数を

教育研修事業の実績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前年度より増加するよう設定する。（過

去実績：医師・歯科医師 平成26年度1万9405人日、平成27年度1万

9985人日、平成28年度1万8018人日、平成29年度2万2551人日 看護

師 平成27年度43万768人日、平成28年度44万2249人日、平成29年度

44万9093人日 薬剤師 平成26年度2万8765人日、平成27年度2万7534

人日、平成28年度3万1955人日、平成29年度3万5896人日） 

 

②③ 地域医療の質の向上に貢献するためには、地域の医療従事者及び地域

住民に対する教育研修を充実させることが重要であることから、地域医療

従事者及び地域住民を対象とした研修会の開催件数を、教育研修事業の実

績を測る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前年度より増加するよう設定する。（過

去実績：地域の医療従事者を対象とした研修会 平成26年度3451件、平成

27年度3434件、平成28年度3461件、平成29年度3563件 地域住民を対

象とした研修会 平成26年度1283件、平成27年度1384件、平成28年度

1550件、平成29年度1596件） 

 

④ 特定行為研修は、専門的な知識及び技能の向上を図り、質の高い看護師

を育成するものであることから、その修了者数を教育研修事業の実績を測

る指標として設定する。 

指標の水準については、毎年度、前年度より増加するよう設定する。（過

去実績：平成28年度10人、平成29年度8人） 
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中 期 目 標 案 

（第５期） 

中 期 目 標 

（第４期） 

135人） 

 

第４ 業務運営の効率化に関する事項 

通則法第29条第２項第３号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとお

りとする。 

第４ 業務運営の効率化に関する事項 

通則法第29条第２項第３号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとお

りとする。 

 

１ 効率的な業務運営体制  

法人経営の健全性を確保していくため、理事長がより一層リーダーシップを

発揮できるよう、理事長を中心としたマネジメント体制を推進すること。 

 

 

（１）業績等の評価 

病院の運営に貢献・活躍する職員を適正に評価し、かつ、多様で柔軟な働き

方を可能とするための人事制度の構築及び法人の業績等に応じた機動性・柔軟

性のある給与制度の構築を行うこと。 

 

（２）勤務環境の改善 

職員が安全、安心に働ける職場環境の整備や働き方改革を実現するため、医

師の労働時間の短縮を含めた職員全体の勤務環境改善を進め、特に医師や看護

師等におけるタスク・シフト／シェアの推進や労働時間をより確実かつ効果的

に把握・管理するための取組等を行い、効率的な業務の実施体制を構築するこ

と。 

 

（３）情報システムの適切な整備及び管理 

情報システムについては、デジタル庁が策定した「情報システムの整備及び

管理の基本的な方針」（令和３年 12 月 24 日デジタル大臣決定）にのっとり設

置したＰＭＯ（ポートフォリオマネジメントオフィス）により、情報システム

の適切な整備及び管理を行うこと。 

 

１ 効率的な業務運営体制 

法人全体として経営の健全性が保たれるよう、本部機能の見直しなど理事

長がより一層リーダーシップを発揮できるマネジメント体制を構築するこ

と。 

 

 

法人の業績等に応じた給与制度を構築すること。 

 

 

 

 

また、働き方改革を実現するため、職員全体の勤務環境の改善に取り組む

とともに、医師の勤務負担の軽減や労働時間の短縮のため、特にタスク・シ

フティングの推進等国の方針に基づいた取組を着実に実施すること。 

 

 

 

 

 さらに、情報システムについては、デジタル庁が策定した「情報システムの

整備及び管理の基本的な方針」（令和３年 12 月 24 日デジタル大臣決定）に則

り、ＰＭＯ（ポートフォリオマネジメントオフィス）の設置等の体制整備を行

うとともに、情報システムの適切な整備及び管理を行うこと。 
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中 期 目 標 案 

（第５期） 

中 期 目 標 

（第４期） 

２ 経費の節減及び資源の有効活用  

（１）人員配置の適正化 

医療の高度化や各種施策などに留意しつつ、適正な人員の配置に努めるとと

もに、人件費率と委託費率との合計が、業務の量と質に応じた病院運営に適正

な水準となることを目指すこと。 

 

（２）調達等の合理化 

調達については、機構が策定する「独立行政法人国立病院機構調達等合理化

計画」に基づく取組を着実に実施すること。 

機構では、組織のスケールメリットを生かし、かつ、国立高度専門医療研究

センター、独立行政法人労働者健康安全機構及び独立行政法人地域医療機能推

進機構とも連携の上、共同調達を実施しているところであるが、その効果を検

証しつつ、より効率的な調達方法を工夫し、実施すること。 

 

 

（３）材料費 

使用医薬品の更なる標準化に加え、後発医薬品については、その採用率が既

に政府目標を達成しているところであるが、毎年、新規後発医薬品が収載され

ることに鑑み、継続した採用促進を図り、他の医療機関の模範となるよう取り

組むこと。 

 

 

（４）保有資産の有効活用 

保有資産について、有効活用に取り組むこと。 

 

（５）一般管理費の適切な執行 

一般管理費（人件費、公租公課、病院支援業務経費及び特殊要因経費を除く。）

については、引き続き効率的な執行に努めること。 

 

 

上記の取組に当たっては、本部・グループは病院に必要に応じて支援を行い

効率的な業務運営を行うこと。 

 

２ 経費の節減及び資源の有効活用 

 

人員の配置については、医療の高度化や各種施策を踏まえながら、人件費

比率と委託費比率にも留意しつつ、適正な配置に努めること。 

 

 

 

調達については、機構が策定する「独立行政法人国立病院機構調達等合理

化計画」に基づく取組を着実に実施すること。 

医薬品や医療機器等の共同調達については、これまでも国立高度専門医療

研究センター（高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関す

る法律（平成20年法律第93号）第３条の２に規定する国立高度専門医療研

究センターをいう。）、独立行政法人労働者健康安全機構及び独立行政法人地

域医療機能推進機構と連携の上、実施しているところであるが、これまでの

効果を検証しつつ、より効率的な調達に努めること。 

 

 後発医薬品については、これまでの取組を継続し、今後も他の医療機関の

模範となるよう、より一層の採用促進を図ること。 

 

 

投資については、地域の医療需要や機構及び各病院の経営状況を踏まえな

がら、効率的、効果的かつ機動的に行うこと。 

 

保有資産の有効活用にも取り組むこと。 

 

 

一般管理費（人件費、公租公課、病院支援業務経費及び特殊要因経費を除

く。）については、中期目標期間の最終年度において、平成３０年度と比べ、

５％以上節減を図ること。 

 

上記１及び２の取組により、各年度の損益計算において、機構全体として

経常収支率を１００％以上とすること。 
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中 期 目 標 案 

（第５期） 

中 期 目 標 

（第４期） 

【指標】 

①  各年度の損益計算において、機構として経常収支を前年度（令和５年度は

新型コロナへの対応に関連した補助金等除く。）以上とすること。 

②  前年度より病床利用率（結核・感染症・医療観察法病棟の病床を除く。）

を改善した病院数を、令和４年度から令和５年度に改善した病院数以上とす

ること。 

 

（指標の設定及び水準の考え方） 

①② 事業の継続性を図り、安定的な経営基盤を確立するため、各年度の損益

計算において、機構全体として経常収支を前年度（令和５年度は新型コロナ

への対応に関連した補助金等除く。）以上とすること等の指標を設定する。

（過去実績：経常収支 令和元年度 23 億円、令和２年度 576 億円、令和３

年度908億円、令和４年度587億円、前年度より病床利用率（結核・感染症・

医療観察法病棟の病床を除く。）を改善した病院数：令和元年度64病院、令

和２年度12病院、令和３年度72病院、令和４年度54病院） 

  

【困難度：高】 

近年の物価高騰や賃金上昇などを含め、病院経営を巡る環境が我が国全体と

して厳しい状況であることに加え、新型コロナの影響による受診控えなどによ

り患者数が新型コロナ流行前の水準に戻っておらず、機構の医業収支は新型コ

ロナ流行後において赤字基調となっており、今後も続くおそれがある。 

結核等の不採算医療の提供や働き方改革、人材の確保・育成、医療ＤＸ等に

対応するとともに、資材が高騰している中で収益性が基本的にない今後の災害

や新興感染症等に備えた施設整備を実施しつつ、地域医療構想の実現に向けた

病床規模や機能の見直しも進めながら、各年度の損益計算において、機構全体

として経常収支を前年度（令和５年度は新型コロナへの対応に関連した補助金

等除く。）以上とすること等は困難度が高い。 

【指標】 

各年度の損益計算において、機構全体として経常収支率を１００％以上と

すること。 

 

 

 

 

（指標の設定及び水準の考え方） 

事業の継続性を図り、安定的な経営基盤を確立するため、各年度の損益計

算において、機構全体として経常収支率を１００％以上とするよう指標を設

定する。また、業務実績の評価においては、目標達成に向けた経営改善に係

る取組についても適切に評価するものとする。（過去実績：平成26年度

101.6％、平成27年度100.1％、平成28年度99.3％、平成29年度99.8％） 

 

 

 

【難易度：高】 

病院経営を巡る環境が我が国全体として厳しい状況にある中で、結核等の

不採算医療の提供や働き方改革に対応しながら、各年度の損益計算におい

て、機構全体として経常収支率100％以上を達成することは難易度が高い。 

第５ 財務内容の改善に関する事項 

通則法第 29 条第２項第４号の財務内容の改善に関する目標は、次のとおり

とする。 

「第４ 業務運営の効率化に関する事項」で定めた取組を着実に実施するこ

とで財務内容の改善を図ること。 

第５ 財務内容の改善に関する事項 

通則法第29条第２項第４号の財務内容の改善に関する目標は、次のとおり

とする。 

「第４ 業務運営の効率化に関する事項」で定めた取組を着実に実施する

ことで財務内容の改善を図り、前中期目標期間末の繰越欠損金の早期解消に
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中 期 目 標 案 

（第５期） 

中 期 目 標 

（第４期） 

 

また、長期借入金の元利償還を確実に行うこと。 

 

努めること。 

また、長期借入金の元利償還を確実に行うこと。 

なお、毎年の運営費交付金の算定については、運営費交付金債務残高の発

生状況にも留意した上で、厳格に行うものとする。 

 

第６ その他業務運営に関する重要事項 

通則法第 29 条第２項第５号のその他業務運営に関する重要事項は、次のと

おりとする。 

 

１ 人事に関する計画 

良質な医療を効率的に提供していくために、医師等の医療従事者を適切に配

置する一方、技能職について、アウトソーシング等に努めるなど一層の削減を

図ること。 

また、必要な人材の確保及び育成について、計画的な取組を実施すること。 

さらに、多様で柔軟な働き方を可能とする人事制度を構築すること。 

 

２ 施設・設備に関する計画 

 投資については、地域の医療需要や機構及び各病院の経営状況を踏まえなが

ら、効率的、効果的かつ機動的に行うこと。 

 

３ 内部統制の充実・強化  

内部統制の更なる充実・強化を図るため、各病院等におけるリスク管理の取

組を推進するとともに、内部監査等の充実・強化に取り組むこと。 

 

 

４ 情報セキュリティ対策の強化 

近年の情報セキュリティに係るリスクの増大を踏まえ、患者情報等の機微性

の高い情報を保有する機構には、他の医療機関の模範となるような対応が求め

られており、サイバー攻撃や災害時等の非常時にも対応できる情報セキュリテ

ィ対策を推進するとともに、さらに、職員の情報セキュリティ対応能力の向上

を図り、機構の情報セキュリティに関する知見を他の医療機関にも共有するこ

とで、我が国の医療分野のセキュリティ強化に貢献すること。 

第６ その他業務運営に関する重要事項 

通則法第29条第２項第５号のその他業務運営に関する重要事項は、次のと

おりとする。 

 

１ 人事に関する計画 

良質な医療を効率的に提供していくために、医師等の医療従事者を適切に

配置する一方、技能職について、アウトソーシング等に努めるなど一層の削

減を図ること。 

また、必要な人材の確保及び育成について、計画的な取組を実施するこ

と。 

さらに、多様で柔軟な働き方を可能とする人事制度を構築すること。 

 

 

 

 

２ 内部統制の充実・強化 

内部統制の更なる充実・強化を図るため、内部監査のほか、各病院における

リスク管理の取組を推進するとともに、情報セキュリティ監査体制の強化に取

り組むこと。 

 

３ 情報セキュリティ対策の強化 

情報セキュリティ対策の強化については、政府統一基準群に基づき定めてい

る機構の情報セキュリティポリシーを引き続き遵守するとともに、職員の情報

セキュリティ対応能力の向上に資する取組を実施するなど、我が国の医療分野

における情報セキュリティ強化にも貢献すること。 
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中 期 目 標 案 

（第５期） 

中 期 目 標 

（第４期） 

 

５ 広報に関する事項 

機構の役割・業務等について、広く国民の理解が得られるよう、積極的な広

報に努めること。 

 

６ その他 

既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施す

ること。 

 

 

４ 広報に関する事項 

機構の役割・業務等について、広く国民の理解が得られるよう、積極的な広

報に努めること。 

 

５ その他 

既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施す

ること。 

 




